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保育施設の散歩中の安心・安全のため、キッズ・ゾーンを設定します

 さいたま市では、市内保育施設等が行う散歩中の安心・安全の向上を図るため、令

和３年１１月１日付けで新たに市内１０箇所にキッズ・ゾーンを設定します。

 保育施設等の散歩については、経路の安全点検や現地調査、必要な交通安全対策等

の実施など安心・安全向上の取組を進めていますが、本市では、令和２年度より交通

安全対策の一つとしてキッズ・ゾーンの設定を行っております。

 施設周囲半径５００メートル内を原則としてキッズ・ゾーンを設定し、ゾーン内で

は必要な交通安全対策とともに、路面標示や電柱幕等により「キッズ・ゾーン」の表

示を実施し、通行するドライバー等が保育施設の散歩経路を意識し、園児等に対して

注意ができるよう啓発を行います。路面標示等による「キッズ・ゾーン」の表示は、

ゾーン設定以降、順次行ってまいります。

 なお、キッズ・ゾーンは、その設定自体に交通規制を伴うものではありません。通

行に際しては交通ルールの遵守をお願いします。

１ キッズ・ゾーンの設定日 令和３年１１月１日（月）

記者発表資料

令和３年１０月２７日（水）

設定場所⑵、⑶、⑸～⑻、⑽に関すること

問い合わせ先：保育課

課長：中根

担当：濱田

電話：８２９－１８６５

内線：２９９７

設定場所⑴、⑷、⑼に関すること

問合せ先：幼児政策課

課長：阿部

担当：岡村

電話：８２９－１８５９

内線：２９９４



２ キッズ・ゾーンの設定場所と範囲

⑴ 大宮区堀の内町１丁目付近 ⑵ 見沼区東大宮５丁目付近 

⑶ 中央区鈴谷１丁目付近 ⑷ 桜区神田付近 

⑸ 桜区田島３丁目付近 ⑹ 浦和区領家７丁目付近 



⑺ 南区沼影１丁目、曲本４丁目付近 ⑻ 南区大谷口付近 

⑼ 岩槻区東岩槻２丁目、３丁目付近 ⑽ 岩槻区府内２丁目、３丁目付近 

３ 路面標示等のイメージ

路面標示の例 電柱幕の例「こども注意」 

電柱幕の例「園児散歩中」 


